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平成 29 年６月 21 日 

 

 

  各圏域地域保健対策協議会会長 様 

  

 

広島県健康福祉局医療介護計画課長 

         （〒730-8511 広島市中区基町 10-52） 

 

 

 

第７次保健医療計画「地域計画」の救急医療体制の検討に係る連携について（依頼） 

 

 県医療行政の推進につきましては，日頃から御協力をいただき，厚くお礼を申し上げます。 

 次期保健医療計画における救急医療体制の構築については，国の示す「疾病・事業及び在宅医療

に係る医療体制構築に係る指針」により「適切な病院前救護活動が可能な体制」を構築することが

求められております。 

この病院前救護活動については，県メディカルコントロール（ＭＣ）協議会が救急搬送体制の整

備などを担っていることから，別紙１のとおり県ＭＣ協議会を県設置の会議等に位置づけ，広島県

地域保健対策協議会の「救急医療体制検討特別委員会」と連携し，病院前救護から療養の場への円

滑な移行までの一体的な整備に向けた検討を進めることとしております。 

ついては，貴圏域地域保健対策協議会におかれましても，「地域計画」の救急医療体制の検討にあ

たっては圏域ＭＣ協議会と連携を図っていただくようにお願いします。 

また，別紙２のとおり検討事項を関係者で共有し，県医療計画と「地域計画」の整合性を図ると

ともに，必要に応じて，脳卒中医療などの疾病や傷病者の状況に応じた医療体制の検討にあたって

の参考資料とさせていただくため，次のとおり各圏域の医療機関リスト等をご提出くださいますよ

うお願いします。 

  

 

○検討事項及び提出書類 

 

○提出期限 

 平成 29 年８月 31 日（木） 

 

 担当  医療連携グループ 

         電話 082-513-3081(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

    （担当者 増廣 中筋） 

検討事項 提出書類 

① 圏域の救急体制の検討 傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準 

Ⅱ医療機関リスト一式 

② 救急搬送に係る受入困難事案対応など，搬

送体制の改善方策 

地域計画（案）の該当部分など 

資料 ６ 
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第 7次保健医療計画の救急医療体制に係る検討体制について 

Ｈ29.6.12 医療介護計画課 

 

１ 主旨 

  第 7 次保健医療計画の救急医療体制の検討に当たり，県メディカルコントロール（ＭＣ） 

協議会を検討の場として加え，地対協の「救急医療体制検討特別委員会」と連携して， 

計画の策定に取り組む。※検討体制は別紙のとおり。 

 【理由】 

① 救急医療体制の構築にあたり，国の示す指針において「適切な病院前救護活動が可能

な体制」を構築することが挙げられており，県の組織として，県ＭＣ協議会が，実質そ

の検討を担う。 

② Ｈ29.6.7 に開催の県ＭＣ協議会において，山野上会長から，同協議会を救急医療体制

の検討体制に加えるよう提案された。なお，県ＭＣ協議会の委員である志馬教授は「救

急医療体制検討特別委員会」の委員長を兼ねており，当意見に賛同。 

 

２ 今後の進め方 

○ 次の 2 点等所要の事項について，8 月を目途に検討するよう，当協議会に求め，その

検討内容を「救急医療体制検討委員会」において，共有・検討し，県保健医療計画及

び圏域計画に盛り込む 

【検討事項】 

① 圏域の救急体制の検討（医療機関リストの作成等） 

※ 広島県保健医療計画と調和が保たれたものとする旨，規定されている。 

② 救急搬送に係る受入困難事案対応など，搬送体制の改善方策 

 

○ 具体のスケジュール 

6 月中旬 圏域地対協に対して依頼  ※必要に応じて，周知依頼会議を開催 

圏域ＭＣ協議会と連携して，検討事項の協議を進め（8 月目途），

その結果を，県ＭＣ協議会等関係者と情報共有とともに，地対協「救

急医療体制検討特別委員会」に情報提供 

8 月 救急医療体制に係る計画案（素案）に当該内容を反映し，「救急医療

体制検討特別委員会」において検討 

10 月 修正等を経て，計画案の策定 

  

別紙 ２ 

H29.6.15 医療計画策定に係る担当課長会議 

     説明資料 
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圏域における救急医療の検討体制の強化について（案） 

 

Ｈ28.7.4 健康福祉局医療介護計画課 

危機管理監消防保安課 

１ 趣旨 

○ 地域の救急医療体制の整備に係る検討事項のうち，特に広島圏域に関する課題は，早急に解決す

べき課題となっている。 

○ こうした救急医療体制に係る検討は，各圏域のメディカルコントロール体制の見直しにも大きく

影響することとなることから，圏域地域保健対策協議会救急搬送検討部会（以下「圏域地対協」

という。）と圏域メディカルコントロール協議会（以下「圏域ＭＣ協」という。）の両協議会が連

携し，救急医療における体制整備の構築を図る必要がある。 

２ 「圏域地対協」及び「圏域ＭＣ協」の概要（救急関係，Ｈ28.6.16時点） 

区分 所管圏域 主な構成員 主な検討事項 

圏域地対協 

（各圏域地対協

が定めた規約に

より設置） 

各二次保健医療圏域 

（広島圏域は，広島連合，

海田，芸北の３圏域で構

成，個々の事案は各圏域で

検討し，各検討結果を広島

圏域分として盛り込む） 

地区医師会，医療機関，

市町，県保健所，消防関

係者 

〔事務局〕県保健所 

※広島連合は，広島市医

師会 

・救急搬送状況に関する検討 

・救急講習会の実施 等 

 

 

※海田圏域には，救急医療関係の

部会なし 

圏域ＭＣ協 

（厚労省・消防

庁通知（Ｈ14）

により消防本部

が設置） 

各二次保健医療圏域と同

一 

消防本部，保健所，地区

医師会，中核医療機関，

検証医師 

〔事務局〕消防本部 

・救急救命士等による病院前救護

体制の拡充のための取組 

・救急搬送に係る諸課題の検討 

・実施基準に関する検証等（H28.6

以降新たに位置づけ） 

３ 今後の検討体制 

○ 圏域ＭＣ協での検討事項のうち，特に圏域地対協での検討事項と関係の深い傷病者の搬送及び受

入体制の策定者等については，概ね次のとおりとする。 

区分 検討分野 検討内容 

圏域地対協 傷病者の受入体制の検討及び整備 
・救急搬送状況の分析 
・各救急医療機関の役割・連携体制 
・その他，地域の救急医療に必要な事項 

圏域ＭＣ協 
傷病者の搬送に関する基準の検証及
び見直しの検討 

・実施基準の運用状況のほか救急搬送の課題分析
及び改善検討 

・その他，地域の救急搬送に必要な事項 

 

【例】圏域ＭＣ協で検証する「傷病者の搬送及び受入の実施に関する基準」の役割イメージ 

   ① 県及び圏域地対協で検討した受入体制の内容を圏域ＭＣ協に提供 

   ② 圏域ＭＣ協は，①の内容を踏まえ実施基準を検証 

   ③ ①，②を踏まえた圏域における調整 

医療介護計画課及び圏域地対協…第２号「医療機関リスト」，第６号「受入医療機関確保基準」， 

第７号「その他基準」 

消防保安課及び圏域ＭＣ協  …第１号「分類基準」，第３号「観察基準」，第４号「選定基準」， 

第５号「伝達基準」 

○ 圏域地対協又は圏域ＭＣ協で検討された内容は，共通認識が図られるよう，相互に報告等を行う

こととし，必要に応じて両協議会が合同で検討を行う。 

○ 広島県地域保健対策協議会 救急災害医療検討合同会議及び広島県メディカルコントロール協議

会においても，両協議会での検討状況を相互に報告し，連携を図る。 
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傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年８月 

広 島 県 
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 ③ 呉圏域 

 

 

 

傷病者の状況 医療機関リスト 

緊
急
性 

重篤 

（バイタルサイン等による） 

大君浜井病院，大谷リハビリテーション病院，呉医療センター， 

呉共済病院．公立下蒲刈病院．済生会呉病院，中国労災病院 

① 意識障害，痙攣 

重
症
度
・
緊
急
度
【
高
】 

呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 

重
症
度
・
緊
急
度
【
低
】
で
あ
る
が
，
入
院
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
も
の 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院，

呉中通病院，公立下蒲刈病院，

済生会呉病院 

② 麻痺 

呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院，

呉中通病院，公立下蒲刈病院，

済生会呉病院 

③ 頭痛，めまい 

呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院，

呉中通病院，公立下蒲刈病院，

済生会呉病院 

④ 呼吸困難 

呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院，

公立下蒲刈病院，済生会呉病院 

⑤ 胸痛 

呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院，

公立下蒲刈病院，済生会呉病院 

⑥ 腹痛 

呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院，

公立下蒲刈病院，済生会呉病院 

⑦ 外傷 

呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院，

呉中通病院，公立下蒲刈病院，

済生会呉病院 

⑧ 熱傷 

呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院，

呉中通病院，公立下蒲刈病院，

済生会呉病院 

⑨ 中毒 

呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院，

公立下蒲刈病院，済生会呉病院 

 

※ この医療機関リストは，救急隊が搬送の際に使用するためのものであり，県民の皆様が受診先を探す
ためのものではありません。 

※ 県民の皆様が医療機関を受診される場合は，「救急医療 Net HIROSHIMA」 
（http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/qq34tpmnlt.asp）をご利用ください。 

http://www.qq.pref.hiroshima.jp/qq/qq34tpmnlt.asp
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傷病者の状況 医療機関リスト 

緊

急

性 

⑩ 熱中症 

重
症
度
・
緊
急
度
【
高
】 

呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 重
症
度
・
緊
急
度
【
低
】
で
あ
る
が
，
入
院
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
も
の 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院，

呉中通病院，公立下蒲刈病院，

済生会呉病院 

⑪ 吐下血 

呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院，

公立下蒲刈病院，済生会呉病院 

専
門
性 

⑫ 指肢切断 
呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院， 

⑬ 妊産婦救急 呉医療センター，中国労災病院 呉医療センター，中国労災病院 

⑭ 小児救急 
呉医療センター，中国労災病院 大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院， 

⑮ 耳鼻科・眼科 

呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院，

公立下蒲刈病院，済生会呉病院 

⑯ 複数診療科の対応

を必要とする傷病 

呉医療センター，呉共済病院，

中国労災病院 

大君浜井病院， 

大谷リハビリテーション病院， 

特

殊

性 

⑰ 精神科疾患を有する傷

病 

ほうゆう病院，吉田病院 

【圏 域 外】 

（賀茂精神医療センター），（草津病院），（瀬野川病院） 

⑱ アルコール飲酒傷病 

大君浜井病院，大谷リハビリテーション病院，呉医療センター， 

呉共済病院．呉みどりヶ丘病院．公立下蒲刈病院，済生会呉病院． 

中国労災病院 

※ 医療機関のリストは 50 音順に掲載。 

※ 「専門性」及び「特殊性」に該当する症状，病態であっても，生命に影響を及ぼす緊急性が高い場合は，まずは緊

急性の分類基準により判断し，対応できる医療機関へ搬送することが適当である。 

※ 「特殊性」の「⑰ 精神科疾患を有する傷病」の（）書きは，広島県精神科救急医療システムの救急医療施設であ

る。 

 

 

 

 



次
期
保
健
医
療
計
画
・
高
齢
者
プ
ラ
ン
の
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
 

時
期
 

＜
保
健
医
療
計
画
＞
 

＜
高
齢
者
プ
ラ
ン
＞
 

圏
域
に
お
け
る
検
討
（
圏
域
地
対
協
）
 

●
医
療
審
議
会
 
○
部
会
 

県
地
対
協
 

Ｗ
Ｇ
 

高
齢
者
対
策
総
合
推
進
会
議
 

保
健
医
療
計
画
 地

域
計
画
 

高
齢
者
ﾌﾟ
ﾗﾝ
圏
域
版
 

H2
9
年
 

3
月
 

○
第

4
回

3／
16
，
●
第

2
回

3／
24
 

・
二
次
保
健
医
療
圏
の
協
議
・
決
定
 

・
計
画
の
検
討
項
目
・
検
討
体
制
 

・
現
行
計
画
の
進
捗
評
価
 

★
医
療
計
画
作
成
指
針
の
提
示

 

○
体
制
決
定
 

 
●
第

2
回

3／
24
 

・
現
行
計
画
の
進
捗
評
価
 

・
計
画
の
検
討
項
目
な
ど
 

  

○
Ｈ
28

年
度
と
り
ま
と
め
，
次
年
度
の
 

検
討
事
項
な
ど
 

「
圏
域
検
討
事
項
」

の
決
定
 

4
月
 

 
 

 
 

 
 

5
月
 

  
★
Ｈ
28

病
床
機
能
報
告
結
果

 

 

 

●
第

1
回

5／
24
 

基
本
理
念
の
考
え
方
 

主
要
項
目
（
案
）
 

主
な
論
点
の
整
理
 

＜
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
＞
 

・
病
床
機
能
報
告
等
デ
ー
タ
を
踏
ま
え
た
 

役
割
分
担
の
確
認
（
医
療
機
関
の
役
割
 

の
明
確
化
，
不
足
す
る
医
療
機
能
）
 

・
病
床
機
能
転
換
の
基
金
活
用
（
Ｈ
29

分
） 

＜
計
画
検
討
＞
 

・
5
疾
病

5
事
業
等
の
現
状
・
課
題
 

28
年
度
に
決
定
し

た
「
圏
域
検
討
事
項
」

の
対
応
策
に
つ
い
て

協
議
 

6
月
 
○
第

1
回
 

基
本
理
念
の
考
え
方
，
主
要
項
目
案
 

5
疾
病

5
事
業
等
の
検
討
状
況
 

 
 

★
基
本
指
針
（
案
）

 

7
月
 

 
 

 
 

 
 

8
月
 
○
第

2
回
，
●
第

1
回
 

基
準
病
床
数
，
指
標
等
の
検
討
 

5
疾
病

5
事
業
等
の
骨
子
ま
と
め
 

 （
中
間
整
理
）
 

  
●
第

2
回
 

 
素
案
の
検
討
 

 

＜
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
＞
 

・
機
能
，
事
業
等
ご
と
の
不
足
を
補
う
 

具
体
策
に
つ
い
て
議
論
 

・
具
体
の
医
療
機
関
名
を
挙
げ
て
分
化
・
 

連
携
／
転
換
を
決
定
 

＜
計
画
検
討
＞
 

・
5
疾
病

5
事
業
等
の
施
策
，
目
標
 

「
圏
域
検
討
事
項
」

の
対
応
策
の
具
体
的

な
実
施
方
法
に
つ
い

て
協
議
 

9
月
 

  
 

 
県
・
市
町
ｻｰ
ﾋﾞ
ｽ見

込
量
仮
設
定
 

保
健
医
療
計
画
と
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）
計
画
の
整
合

 
在
宅
医
療
の
整
備
目
標
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
必
要
量
に
つ
い
て
 

必
要
な
調
整
 

10
月
 

★
Ｈ
29

病
床
機
能
報
告

 
  

 
  

★
基
本
指
針
の
告
示

 
  

＜
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
＞
 

・
医
療
機
関
名
（
役
割
）
と
り
ま
と
め
等
 

・
病
床
機
能
転
換
の
基
金
活
用
（
Ｈ
30

分
） 

＜
計
画
検
討
＞
 

・
5
疾
病

5
事
業
等
の
検
討
整
理
 

「
圏
域
検
討
事
項
」

と
し
て
と
り
ま
と
め
 

11
月
 
○
第

3
回
 

計
画
素
案
の
決
定
（
地
域
計
画
含
む
） 

 
需
要
量
決
定
 

●
第

3
回
 

 
計
画
素
案
の
決
定
（
圏
域
版
含
む
） 

 
 

12
月
 

 
 

 
 

 
 

H3
0
年
 

1
月
 
○
第

4
回
 

計
画
（
案
）
の
決
定
 

  
  

●
第

4
回
 

計
画
（
案
）
の
決
定
 

  
 

2
月
 
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

 
 

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
 

 
 

3
月
 
○
第

5
回
，
●
第

2
回
 

最
終
案
 →

 答
申
 →

 計
画
確
定
 

 
 

計
画
確
定
 

 
 

※
Ｗ
Ｇ
：
医
療
・
介
護
需
要
量
調
査
分
析
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
 

医
療
・
介
護
 

需
要
量
等
の
 

検
討
に
必
要
 

な
デ
ー
タ
の
 

調
査
分
析
 

5
疾
病

5
事
業

等
の
体
制
 

・
現
状
把
握
 

・
課
題
 

・
方
向
性
 

・
施
策
 

・
目
標
 

Administrator
スタンプ


